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［資料欄］ 

南極 OB 会役員名簿 

会長：国分 征 

副会長：深瀬和巳、柴田鉄治、渡邉興亜、松原廣司、神田啓史  

特別顧問：川口貞男、吉田栄夫、楠 宏、松浦光利  

監事：大久保嘉明、吉村愛一郎 

評議員： 

北村泰一、平山善吉、村内必典、中村純二、作間敏夫、大瀬正美、芳野赳夫、木崎甲子

郎、小林昭男、星合孝男、平沢威男、多賀正昭、竹内貞男、木村征男、関 孝治、石渡

眞平、小堺秀男、福島 博、高尾一三、島﨑里司、北村 孝、吉野正明、内山長徳、上竹

嘉和、磯貝重信、小枝鉄夫、島﨑満雄、宮本武昌、佐藤 保、倉田 篤、茂原清二、石角

義成、大平慎一 

 

各幹事名簿 

隊次幹事  

宗谷時代全隊員および宗谷乗組員：高尾一三・平山善吉、７次：国分 征、8 次：多賀

正昭、9 次：増田 博、10 次：竹内貞男、11 次：白壁弘保、12 次：柴野浩成、13 次：

福谷 博、14 次：芦田成生、15 次：五十嵐正文、16 次：船木 実、17 次: 村上雅健、

18 次: 岩井邦中、19 次：五十嵐喜良、20 次: 川久保守、21 次：勝田 豊、22 次: (吉田

栄夫)、23 次：大塚英明、24 次：神田啓史、25 次：野元堀 隆、26 次：川久保 守、27

次：荻無里立人、28 次：馬場廣明、29 次：土井元久、30 次：野元堀 隆、31 次: 佐藤

正樹、32 次: 長谷川 裕、33 次: 沼波秀樹、34 次：浅香隆二、35 次：阿保敏広、36 次

： 川久保 守、37 次: 堀辺敏男、38 次: 金尾政紀、39 次：渋谷和雄、40 次: 北風好章

、41 次: 石井要二、42 次: 岸田浩輝、43 次：桜庭俊昭、44 次: 池田 博、45 次：阿保

敏広、46 次：行松 彰、47 次：山口正人、48 次：坂本好司、49 次：牛尾収輝、50 次

： 小達恒夫、51 次：本吉洋一、52 次：山内 恭、53 次：山岸久雄、54 次：渡辺研太

郎、55 次：宮岡 宏、56 次：野木義文、57 次: 門倉 昭、58 次：本吉洋一、59 次：土

井浩一郎   

隊次幹事は確認中を含む。関係母体の推薦によって決められる。 

職域幹事（定常観測、報道、オブザーバー等の幹事） 

報道：田口章利、気象庁：福谷 博、国土地理院：吉村愛一郎、情報通信研究機構 

（旧電波研）：山崎一郎、ふじ・しらせ：久保 崇  

職域幹事は確認中を含む。関係母体の推薦によって決められる。 
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支部長名簿 
北海道支部:山田知充、青森支部:鮎川恵理、秋田支部: 鈴木紀行、新潟支部:小林俊一

、宮城支部：森岡 昭、信州支部：鈴木啓助、北陸支部：川田邦夫、茨城支部：安仁屋

政武、東海支部：五味貞介、京都支部：東 敏博、阪神支部：（再編、調整中）、山陰

支部：大谷修司、山陽支部：渡部和彦、四国支部：（調整中）、九州支部：村上雅健、 

沖縄支部：木崎甲子郎 

 

 

各委員会名簿 

運営委員会 

神田啓史（委員長）、 松原廣司（事務局長）、芦田成生（記念品）、 阿保敏広 

（広報）、大竹 潤、加藤美雄、久保 崇（ふじ、しらせ連絡）、小林正幸、三枝 茂、

里見 穂、柴田鉄治（広報）、白壁弘保（会合）、 田中洋一（会計）、野元堀 隆、福

谷 博（広報）、山岸久雄（支部）、渡辺興亜 

広報委員会 

柴田鉄治、松原廣司、福谷 博、阿保敏広 

アーカイブ委員会 

野元堀隆、神田啓史、渡辺興亜  

南極教室委員会 

里見 穂 

企画委員会・記念事業継続委員会 

渡辺興亜 

 

 

事務局名簿 
 

松原廣司（事務局長）、長谷川慶子 
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地方支部役員名簿 
 

      数字は隊次を示す。平成 29 年 9 月 25 日現在 

支部名 支部長 副支部長 
幹事長／ 

事務局長 
幹事 

北海道支部 

山田知充 12 

 

(顧問) 

安藤久男 10 

前 晋爾 20 

 

 

 

小島尚三 14 

 

 

 

 

 

 

横田 歩  37 

戸田 仁  48 

森 章一  47 

杉山 慎  49 

米山重人 32  

(監事)  

荒川逸人 57 

藤井純一 26 

成田英器 13 

西尾文彦 17 

高橋修平 23 

佐藤之紀 45 

高木知敬 21 (道北) 

大野 浩 48 (道東) 

青森支部 鮎川恵理 42     

秋田支部 
鈴木紀行 25  佐藤安弘  27  佐々木正彦 23 

安藤伸一   51 

藤垣雅明 43 

新潟支部 
小林俊一 14 

 

遠藤八十一 9 

金子誠一 18  

佐藤和秀  15  

 

横山宏太郎 14 

桑原新二  34 

東 信彦 30  

竹内由香里 57 

宮城支部 森岡 昭   9  森本真司  36  佐々木 利 45  

信州支部 鈴木啓助 39  荻無里立人 27 岩井邦中 18   

北陸支部 川田邦夫 25  尾崎光紀  47   

茨城支部 

安仁屋政武 29 

 

 

 
 

吉高神充  54 多賀正昭  8 

山本伸一 25 

中島英彰 31 

平岡喜文 45 

押木徳明 47 

名和一成 35 

滝川 清  16 

坪井一寛 42 

池田 博  44 

藤原宏章 57 

塚本健二 55 

東海支部 

 

五味貞介 13 

 

鈴木剛彦 10 

 

加藤好孝 26 

 

石川輝海   13 

岩坂泰信   24 

宮崎多恵子 35 

奥平文雄 13 

長田和雄 27 

 

京都支部 
東 敏博 38 

 
石川尚人 35 

(事務局) 

伊藤 潔    21 

藤田信幸   42 

斎藤隆志 35 

阪神支部（編成中） 

（調整中） 

吉田 勝 10 

林原勝美 25 

正富一孝 25 

 

   

山陰支部 大谷修司 29  大谷眞二 40   

山陽支部 

渡部和彦 15 

 

 

 

 

内藤 望  34 

（事務局長） 

広島ブロック 

山口ブロック 

藤井 功   15 

稲村繁和  15 

鈴木盛久  18 

森川 武  20 

吉田和隆  39 

小川麻里  49 

加納 隆   19 大和田正明 32 

四国支部 （調整中） 吉倉伸一 19  川嵜智佑  33 高橋 誠 45 

九州支部 

福岡 

鹿児島 

長崎 

村上雅健 17 

 

 

 

坂 翁介  29 

西牟田一三 8 

下田泰義 29 

宮田敬博 39 

 

 
  

 

沖縄支部 木崎甲子郎 4  馬場壮太郎 49   
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平成 29 年度南極 OB 会総会報告 

 
2017 年、6 月 17 日（土）、南極 OB 会総会がレストラン「アラスカ」パレスサイド店

において開催された。開会にあたって、南極 OB 会国分 征会長より以下の挨拶があった。

昨年度の総会で法人を設置することについて出席者の皆さんから意見をいただき、昨年

10 月 17 日に一般社団法人南極 OB 会を発足させた。この法人の設置により南極 OB 会

は社会的に広く受け入れられるような体制を整えて出発しているので、一層の協力をお

願いしたい。  

続いて、会則第 11 条に沿って、出席会員の中から議長に五十嵐正文氏（第 15 次越冬）

を選出、議事進行に入った。 

 

１．活動報告 

・ 運営委員長より１年間の運営委員会の活動報告について報告があった。 

・ 広報委員長より会報発行、ホームページ更新について報告があった。 

・ 南極教室委員長より南極教室の現状、講師派遣について報告があった。 

・ アーカイブ委員よりアーカイブ資料の現状報告があった。 

・ 担当委員より「南極の歴史」講話会の年間活動の報告があった。 

・ 運営委員長より「宗谷」、「しらせ」のボランティア活動、編集・出版活動の

概要報告があった。 

２．審議事項 

・ 会計担当委員より、2016 年度収支決算案および会計監査報告があった。 

審議の結果、収支決算案が承認された。 

・ 決算報告の承認を受けて、運営委員長より 2017 年度の活動計画案が提案され

た。 

審議の結果、活動計画案が承認された。 

・ 会計担当委員より、2017 年度収支計画案の報告があった。 

審議の結果、収支計画案が承認された。 
３．南極観測 60 周年記念事業 

渡辺企画委員長（南極観測 60 周年記念事業委員長）より南極観測 60 周年記念事

業について報告があった。 

４．一般社団法人南極 OB 会関連 

一般社団法人代表理事国分 征氏より法人について報告があった。 

 

以上、五十嵐議長の議事進行により、活動報告、審議事項の全ての審議を終

え、総会は閉会となった。   
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平成 29 年度南極 OB 会総会会計報告 

 会計監査報告 
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南極 OB 会会則 
第１章 総則 

第１条（名称）  本会は、南極 OB 会と称する。 

第２条（事務局） 本会は、事務局を東京都千代田区西神田２丁目３番２号牧ビル 
３０１号室に置く。  

２       本会は、支部を必要な地に置くことができる。 

第３条（目的）    本会は、会員の親睦と南極に関する知識の普及活動を行い、南極事

業の発展に寄与することを目的とする。 

第４条（事業）  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）会員相互の親睦向上のための諸事業 

（２）南極 OB 会報の発行 

（３）南極観測発展に協力・寄与するための諸事業 

（４）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

（５）会員・会友の名簿管理  

第２章 会員 

第５条（種別）   本会は、次の「会員」をもって組織する。 

           ・南極観測隊員（オブザーバーを含む） 

           ・「宗谷」乗組員 

           ・運営委員会から推薦された者 

２       本会の活動に関係が深く入会を希望する個人または団体を、運営 

委員会の推薦により「会友」または「賛助会員」とすることができ 

る。 

第６条（会費等）  本会は、別に定める会費等を会員・会友・賛助会員から徴収でき

る。 

第３章 役員 

 第７条（種類）   本会に本会の役員を置く。  

            ・会 長  １名   総会において会員の仲間から選出する 

・副会長  若干名 会長の指名による 

・特別顧問 若干名 会長の推薦による 

・評議員  若干名 会長の推薦による 

・幹 事  若干名 支部幹事・隊次幹事・職域幹事で構成し、

関係母体の推薦による 

・運営委員 10 名程度 首都圏の会員の中から、会長が指名

する。運営委員長は運営委員の中から会長が指

名する。 

・監 事  2 名   会長の委嘱による 

第８条（職務）   本会役員の任務は次の通りとする。 

・会長は、本会を代表し、会務を総理する 

・副会長は会長を補佐する。会長に事故あるときは、運営委

員長がその職務を代行する。 

・評議員は、会長の諮問に応じて助言する。 

・幹事は、会員および運営委員会との連を絡に勤める 

・運営委員は、会長の命を受け、会務を処理する。 

・支部長は、本会と支部との連絡を密にし会務を遂行する。 

・監事は、監査を行う。 
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第９条（任期）   本会運営委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

第４章 総会 

第１０条（総会）  総会は会長が招集する。 

          総会は毎年１回開催し、本会の運営上重要な事項を議決する。  

 ２       会長が必要と認めたときは臨時総会を招集できる。 

第１１条（議長）  総会の議長は出席する会員の中から選出する。 

第１２条      総会では次の事項を議決する。 

           ・事業報告および収支決算 

           ・事業計画および収支予算 

           ・会長の選任 

           ・その他運営委員会で必要と認めた事項 

第１３条      総会の議決は、出席者の多数決による。 

第１４条      総会の議事は議事録を作成し、会員に通知する 

第５章 運営委員会 

 第１５条（構成）  運営委員会は、運営委員をもって構成する。 

第１６条（機能）  運営委員会は、本会運営の重要事項を審議し、会務を執行する。 

第６章 委員会 

  第１７条（委員会）運営委員会が必要と認めたときは、会長の承認を得て、本会に 

委員会を設置することができる。 

第７章 支部     

第１８条     各地に支部をおくことができる。 

第１９条     各部は、支部長を選出し、支部幹事を定める。 

第８章 財産および会計 

第２０条     本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

            ・会費等 

・寄付金品 

・事業に伴う収入 

・財務から生じる収入 

・その他の収入 

 第２１条     本会の経費は、財産をもって支弁する。 

 第２２条     本会の財産は会長が管理し、会長の指示により運営委員会が経理 

する。 

第９章 補足 

第２３条（運用規定） この会則の運用のために、別途運用規程を定める。 

第２４条（会則の変更）この会則の変更は総会の議決をもって行うことができる。 

 

付 則 

 この会則は、２００４年１１月１日から施行する。 

この会則（改正）は、２００７年１１月８日から施行する。 

この会則（改正）は、２０１０年６月１９日から施行する。 

この会則（改正）は、２０１４年６月２２日から施行する。     
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会則運用規程 
第１章 会員 

第１条          「ふじ」「しらせ」の乗組員は職域幹事の推薦により会員となる。 

第２章 情報連絡 

第２条     会員・会友への情報連絡は、南極 OB 会会報、ホームページ、電子

メール、文書送付（ファックスを含む）等とする。   

第３章  会費等   

第３条     会費は、当分の間、徴収しない。 

第４条     情報連絡を受けようとする者は、通信費として個人にあっては年額

3,000 円、団体にあっては 10,000 円を収める。 

第４章 総会 

第５条     総会は、ミッドウインター祭の日に開催する。 

第５章 事業および会計 

第６条     本会の会計年度は４月１日から翌年の３月３１日とする。 

第７条     総会日までの事業計画・予算は、前年度の総会で承認された事業計

画・予算に準じて執行する。 

第６章 支部 

 第８条     支部は次の１６支部とする。 

         北海道、青森、秋田、新潟、宮城、信州、北陸、茨城、東海、京都、

阪神、山陰、山陽、四国、九州、沖縄 

第９条     支部は支部ごとに細則を定めることができる。 

第７章  委員会 

第１０条    本会に、次の委員会を置く。 

            ・運営委員会 

            ・広報委員会 

            ・記念事業継続委員会 

            ・アーカイブ委員会 

            ・南極教室委員会 

・企画委員会 

第 8 章  事務局  

第１１条    事務局に事務局員（非常勤）をおくことができる。 

第１２条    会員・会友の訃報が入ったときは、弔電等を送ることができる。 

第９章 補足 

 第１３条    この運用規程は、運営委員会で審議し、総会の承認を得て行うこと

ができる。 

 

付 則  この運用規程は、２００７年１１月８日から施行する。 

     この運用規程（改正）は、２００８年１１月２７日から施行する。 

この運用規程（改定）は、２０１４年６月２２日から施行する。 
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南極 OB 会 個人情報等の取り扱い方針 
              

南極 OB 会（以下、OB 会）は、南極 OB 会会員等（以下、会員）の個人情報を取り扱う

にあたって、その重要性を認識し、プライバシー保護の観点から基本的な方針を「南極

OB 会 個人情報等の取り扱い方針」として定める。 

 

１．個人情報とは  

個人情報とは、会員の氏名や生年月日等、特定の個人を容易に認識し得る情報を指 

す。 

２．個人情報の収集と会員名簿 

OB 会は、運営に必要な限りにおいて会員の氏名、メールアドレス、電話番号、連絡

住所等の個人情報を適法かつ公正な手段によって収集し、「会員名簿」を作成する。  

３．個人情報の利用目的 

OB 会が会員の個人情報を利用するのは以下の場合に限り、目的外には利用しない。 

・OB 会が会員に会報等の刊行物や各種案内を送付する場合。 

・OB 会が会員に連絡を取る必要が生じた場合。 

・OB 会における事業の改善のために何らかの分析を行う場合（この場合、会員個

人を特定することはない）。 「会員名簿」の利用や提供は取扱い方針に従い、利

用目的の範囲内で行う。 

４．個人情報の管理と名簿管理者 

OB 会は、会員の個人情報を細心の注意を持って取り扱い、厳重に管理する。名簿の

日常の管理、運用は事務局長（以下、「名簿管理者」とする）が行う。名簿管理者は

取り扱う個人情報について、不正なアクセス、紛失、漏洩等のおそれに対しては組

織および技術上の合理的な防止策や是正策を講じる。 

５．個人情報の第三者への提供・開示 

OB 会は、会員の個人情報を以下の場合を除いて、第三者に提供または開示はしな

い。 

・会員本人の同意があった場合。 

・法令に基づいて、公的機関から求められた場合。 

・OB 会の業務を遂行するために OB 会と機密保持契約を締結した業務委託先等

の第三者に対して必要最小限の情報を提供する場合。 

６．個人情報の安全対策 

会員が個人情報の照会、修正、追加、削除等を希望する場合は、会員相互が会員名

簿等の情報を照会できるシステム*に従い、本人であることを確認の上、対応する。 

７．法令、規範の遵守、個人情報保護方針の変更 

OB 会は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他の規範を遵守す

る。また、この方針ならびにそれに基づく個人情報保護の取り扱いについて定期的

に点検して継続的に改善に努める。本方針が予告なしに変更されることがあるが、

変更については、会報、ホームページ等に掲載する。 

 

*会員相互が会員名簿などの情報を照会できるシステムは別途定める。 

本方針は２０１４年６月２２日より施行する。 
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「南極 OB 会個人情報の取り扱い方針」 

会員相互が会員名簿などの情報を照会できるシステムについて 

 

次の場合に必要最小限の個人情報が利用されます。 

1.会報の発送、OB 会主催行事の案内ならびに支部からの案内を発送するとき。 

2.隊次同窓会、OB 会内同好会等の親睦会開催にあたり、幹事担当の OB 会員・会友から

申し出があり、 提供が適正と認められたとき。 

3.その他 OB 会活動において提供が必要と認められたとき。 

 

＜個人情報申請の手続き＞ 

隊次同窓会・OB 会内同好会などを開催するために、該当者の住所などの個人情報が必要

な場合は以下の要領で南極 OB 会事務局（以下、事務局）へお申し込みください。 

●お申し込みは代表者がお願いします。 

   事務局から「南極 OB 会会員名簿システム利用申込書」（以下、利用申込書）をお送りします。 

●「利用申込書」に必要事項を記載し Fax、メールで提出してください。 

●個人情報保護の観点から、「秘密保持誓約書」に必要事項を記入し、代表者が提出してください。 

※「秘密保持誓約書」とは、該当情報について主に次のことを誓約するものです。 

1）申し込みの会を開催するためだけに使用する。 

2）情報をもとに名簿を作成して配布しない。 

参加者名簿を配布する場合は事前に本人の承諾を得た項目のみ記載する。 

3）漏洩防止に努め、取り扱いには十分注意する。 

●会の案内通知文をすみやかに事務局にお送りください。 

●会員情報は使用後すみやかに事務局にご返却ください。 

ご不明な点がありましたら、事務局までお問い合わせください。 

 

 

本システムは、2016 年 11 月 18 日 第 113 回南極 OB 会運営委員会で承認された。 

 

 

上記に関する問い合わせ先：南極 OB 会事務局 TEL：０３－５２１０－２２５２ 

                       FAX: ０３－５２７５－１６３５ 

                                            Mail nankyoku-ob@mbp.nifty.com 

 

 

 


